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資料１ 

平成 29年度第３回船橋市行財政改革推進会議 

意見要旨 

 

議題１-１．歳入の確保について（市税） 

 

 船橋市の市税徴収率は上昇してきたというが、他の中核市と比べると低い。もっと高い目標を

たて、他の中核市と肩を並べられるよう努力すべき。 

 徴税のように専門性を要する職場については、長期的な目線で考えていくことが必要。体制を

つくってもその専門性が引き継がれないとケースによって困難な場合もある。専門性を活かし

た経験・キャリアを職員に積ませていくというやり方も先々考えるべき。 

 専門家が少ないのは自治体共通の課題であるが、ある程度の専門性を確保するのであれば業務

に応じて横断的な職員配置を行うことも手段の一つである。 

 債権徴収の業務比較としては、単に徴収率が高いか低いかではなく、実際の業務単位でどこに

時間や人を注力しているかを比べることにより、どこが特殊でどこが無駄なのか、また、どこ

が民間に切り出せてどこに自分たちのマンパワーを注力できるかを洗い出してはいかがか。 

 執行停止は安易に行うのではなく、あらかじめ厳格なルールを定めてやるべき。 

 市税や保険料等の負担を求める一方で、滞納整理をしっかり行い、加入者や納税者の方の信

頼・公平性を確保することが大切である。 

 経済的事情により滞納される方に対しては、福祉部門と連携するなどきめ細やかなケアを行う

ことが必要。また、払えるのに払わないという方については、税金が最終的にどう活用される

のかという説明を行い、納得していただける関係性を築けるような仕掛けを考えてはいかがか。 

 人口は増えており税収は右肩上がりなイメージがあるが、中長期的な見通しを考えていくこと

が大切。 

 義務的経費をどのぐらい市税で賄えているかという指標をつくることは、税収規模から歳出の

規模を考える上での一つのメルクマールになり得るのではないか。 

 制度として徴収率を改善するためには、特別徴収事業者への指定を強化するなど普通徴収を減

らすことや、ペイジーの活用による納税のデジタル化も有効である。 

 督促状に対する工夫として、フレーム効果を利用した納税の啓発を行ってみてはいかがか。 

 債権一元化は効果があるが、現年分の徴収率を向上させる取り組みを一層強化する必要がある。 

 滞納整理については一定の効果を上げているが、マンパワーによるところが大きい。期間を定めて

集中的に人材を投入することや、アウトソーシング、国税局ＯＢの活用、不動産公売の導入などの

検討が今後まだまだ必要である。 



 徴収率の向上はもちろん必要であるが、そもそもの賦課についての改善も考えてはいかがか。 

 

議題１-２．歳入の確保について（財産収入・諸収入） 

 公的不動産の有効活用を考えていく上では、民間からの提案をどのように受け付けていくかが

ポイントになる。 

 学校は地域コミュニティの核を担う場所にあり、廃校後の方針がすぐに決まらない例が多いが、

暫定利用が長くなるとそこが既得権化し、後の有効活用に支障が出るケースがある。こうした

財産の活用に際しての方針を、中長期的なビジョンも前提にしながら考えてみてはいかがか。 

 ＰＦＩについて、事業の選定や民間との交渉、契約においては職員力が問われてくる。 

 寄付や広告収入は、市民一人ひとりや事業所などが自分たちの公共空間を自分たちで運営して

いくというような住民参加型の体制づくりができるきっかけになる。また、市民に市の財政に

ついて興味を持ってもらう啓発活動の一環としてとらえ、その中から意識が変わっていくきっ

かけになる仕掛けとして考えてみてはいかがか。 
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～今後の下水道事業について～ 
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   ８４．３％ 

〇船橋市の５つの処理区と下水処理場 

処理区名 処理方式 処理場

西浦処理区 合流式
（一部分流式）

西浦下水処理場
（船橋市）

高瀬処理区 分流式
（一部合流式）

高瀬下水処理場
（船橋市）

津田沼処理区 合流式 津田沼浄化センター
（習志野市）

印旛処理区 分流式 花見川第二終末処理場
（千葉県）

江戸川左岸処理区 分流式 江戸川第二終末処理場
（千葉県）

公共下水道

流域関連
公共下水道

１ 船橋市の下水道事業の概況 

〇船橋市の下水道人口普及率 

 

  行政人口 632,341人  行政面積 8,562ha 
  処理人口 533,107人  整備済面積 4,510ha 

①「船橋市総合計画後期基本計画」目標値    
 

   

現状（H28年度末現在） 

②「船橋市汚水適正処理構想に伴う 
  アクションプラン」（平成２７年度策定） 

平成３６年度末までに 
市街化区域の下水道整備を概成  
 

    

９０．０％（平成３２年度末） 

９５．０％（平成３６年度末） 

今後の整備目標 

整備目標 

① 
② 現状 
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２ 下水道事業の財源の基本原則スキーム 

 下水道事業を運営していくための費用は、下水道施設の建設（処理場・ポンプ場・
管渠）に要する事業費(建設費)と、下水道施設の運転・管理等に要する経費(管理運
営費) の２つに分けられます。 

建 

設 

費 

管
理
運
営
費 

下水道事業費 

【建設費の主な財源】 

・国庫補助金（国からの補助） 
・市債（借金） 
・一般会計繰出金（公費（市税等）） 
・受益者負担金 

【管理運営費の主な財源】 

雨水・・・一般会計繰出金（公費（市税等）） 
 
汚水・・・下水道使用料（私費） 

※次頁の「雨水公費・汚水私費」の原則へ 

   

 

※管理運営費とは 
①処理場・ポンプ場の運転や、 
 下水管の清掃などの維持管理 
 に要する経費 
②資本費（市債の元利償還に要 
 する経費） 
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３ 費用の負担 

●下水道事業における費用負担の原則 ・・・ 「雨水公費・汚水私費」 

   

 

３－１ 費用負担の原則 

下水処理場 

汚水 雨水 雨水管 
汚水管 

下水道の果たす役割 処理経費の費用負担 

雨水 雨などを川や海まで排水し、浸水被害を防ぐ 公費（市税等） 

汚水 家庭や事業所などから出る排水をきれいにして自然に戻す 私費（下水道使用料） 

受益者が特定できるので 

自然現象に起因するので 
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３－２ 汚水処理経費にかかる公費負担について 

 汚水処理経費については、原則は私費（下水道使用料）で負担するとされていま
すが、一定の公費負担水準が定められています。 

維持管理費 【支出】 資本費 

下水道使用料（私費） 72.6億円 

公費 下水道使用料（私費） 

公費  15.7億円 

20㎥で3,000円 （1㎥＝150円） 
総務省公費負担基準に基づく適正な使用料 

20㎥で約2,938 円（1㎥＝約146.9円） 

【収入】 

一定の 

公費負担水準 

【収入】 

 船橋市では、総務省公費負担基準よりも低い使用料を設定しているため、総務省 
基準である公費負担水準との差額を、公費（基準外繰出金）でまかなっています。 

公費＝一般会計からの
繰出金（市税等） 

総務省基準との差 

（1㎥＝約3.1円分） 

基準外 
繰出金 

基準内 
繰出金 

「汚水処理経費」 

4 

総務省が示す汚水処理経費にかかる公費負担水準 

船橋市の現状（28年度決算） 

1.6億円 14.1億円 



年度 
改定 
内容 

10㎥以下
の 

基本料金 

基本 
使用料 

10㎥ 
まで 

10㎥を 
超え 
20㎥ 
まで 

20㎥を 
超え 
30㎥ 
まで 

30㎥を 
超え 
50㎥ 
まで 

50㎥ 
を超え
100㎥ 
まで 

100㎥ 
を超え
500㎥ 
まで 

500㎥ 
を超え 
1,000㎥ 
まで 

1,000㎥ 
を超え 
2,000㎥ 
まで 

2,000㎥を 
超える部分 

平成６年度 
～ 

- 810円 -   85円  150円  210円  250円  270円  290円  305円  345円  

平成１２年度 
～ 

値上げ 895円 -   90円  165円  230円  275円  295円  320円  335円  380円  

平成１８年度 
～ 

制度 
変更 

- 595円 30円  90円  165円  230円  275円  295円  320円  335円  380円  

（１㎥あたり単価） 

４－１ 船橋市の下水道使用料のこれまでの改定状況 

４ 船橋市の下水道使用料について 

 船橋市においてはこれまでに下記の下水道使用料の見直し・改定を行っています。 

ただし、料金（下水道使用料単価）の実質的値上げについては、平成１２年度以降
は行っていません。 

・値上げ 
・１０㎥以下の基本料金制⇒基本使用料設定 
・消費税を反映（単価とは別） 
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４－２ 下水道使用料の収納率及び収入未済額の推移 

収入未済額（滞納繰越分） 

増加傾向 

収入未済額（現年分） 

収納率 
（滞納繰越分） 

上昇傾向 

収納率 
（現年分） 
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４－３ 水量別調定状況（一般家庭・法人） 
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※水量＝１回の請求（２月分）の使用水量（㎥） 

主に一般家庭 
による使用が 
多いゾーン 
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５ 下水道使用料の他市間比較（平成29年度） 

中核市（48市）との比較 

35
位 

41
位 

32
位 

20
位 

11
位 

7
位 

8
位 

5
位 

2
位 

近隣市（9市）との比較 

１回の請求（２月分）の使用水量あたりの使用料単価（㎥/円[税抜き]）を比較。 

 
・基本料金    595円 
・～10㎥まで     
   ＠30円×10=300円 
・10㎥を超えて20㎥まで    
   ＠90円×10=900円 
・20㎥を超えて30㎥まで   
 ＠165円×10=1,650円 
合計       2,850円 
（単価算定） 
2,850÷30=114.83・・・ 
⇒ 115円 

 
 
 

60㎥（1月あたり30㎥） 
使用した場合の計算例 

8 ※比較のため、法非適用の自治体における使用料単価を便宜上税抜で算定しています。 

※比較のため、法非適用の自治体における使用料単価を便宜上税抜で算定しています。 
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総務省の示す基準（20㎥＝3,000円）との比較 

（円） 

※比較のため、法非適用の自治体における使用料単価を便宜上税抜で算定しています。 

近隣市（9市） 

中核市（使用料額の高い上位8市） 
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長崎市 

9 

（円） 

※比較のため、法非適用の自治体における使用料単価を便宜上税抜で算定しています。 

30位 

※平成27年度決算統計より試算 



６ 地方公営企業法の適用（企業会計移行） 

６－１ 地方公営企業法の適用（企業会計移行）要請について 

背 景 

 人口減少等による料金収入の減少、施設・設備の老朽化に伴う更新投資の
増大など厳しさを増す経営環境を踏まえ、地方公共団体が公営企業の経営基
盤の強化や財政マネジメントの向上等にさらに的確に取り組むために、公営企
業会計の適用を推進（総務省）。  

「公営企業会計の適用の推進について（要請）」 
（平成27年１月27日付 総務大臣通知）  

○移行経費に対する地方財政措置      
  ① H27～31年度に限り公営企業債充当可能（充当率100%）   
  ② 当該企業債に対する元利償還金に対して普通交付税措置 

〇平成２７～３１年度までの５年間を集中取組期間とし、下水道事業及び簡易 
 水道事業を重点事業として、人口３万人以上の団体（※）に期間内の適用を要
請。  （※人口３万人未満の団体もできるだけ移行） 

船橋市においては平成３０年４月からの企業会計移行 

10 



企業債借入額÷45年×0.9 【現行】 

【移行後】 

下水道事業における元金償還金 

減価償却費相当額 

元金償還金から減価償却費を
控除した額が借入限度額となる 

資本費平準化債 
借入限度額 

繰出金増 

固定資産台帳整備による減価償却費 

平準化債借入可能額の減少 
借入額を基準に 

一定の算定式により算出 

11 

資産評価額を基に、各資産に応じた 
耐用年数により算出。 

資本費平準化債 
借入限度額 

 
資本費平準化債借入限度額 

減価償却費相当額 
（移行後は減価償却費） 

資本費平準化債 
に係る償還費 

３０年（本債償還終了） 

資本費平準
化債を借り
入れること
で繰出金を
軽減 

元金償還金 
（資本費） 

【資本費平準化債の仕組み】 

６－２ 企業会計移行の影響 

４５年 

 資本費平準化債の借入限度額が減少することによる繰出金の増加 
影響

1 



（※H28までは決算額。H29は予算額。H30以降は推計額。） 

61.0 61.4 

67.7 

12.5 

13.9 
11.5 12.0 11.8 11.9 

12.7 

79.1 

76.8 

74.2 74.8 74.2 73.5 
72.5 

50.0億円 

55.0億円 

60.0億円 

65.0億円 

70.0億円 

75.0億円 

80.0億円 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36

一
般
会
計
繰
出
金

 

減価償却費の取扱変更による影響 

推計値 

 現状における試算においては、一般会計からの繰出金の大幅な増加が見込まれています。 

約11億円の増加 

実績値 

12 

一般会計からの繰出金の推移と企業会計移行による影響額 



146.9円 
136.1円 

3.1円 
13.9円 

28.6円 
22.0円 

100円 

110円 

120円 

130円 

140円 

150円 

160円 

170円 

180円 

移行前 移行後 

汚
水
処
理
原
価

 

178.6円 172.0円 

現行 （１㎥あたり） 

※費用水準・料金体系を維持する前提で、平成28年度決算額と平成28年度決算額をベース
に、企業会計移行後の方法で使用料等を算定した場合の汚水処理原価等について試算。 

企業会計移行前よりも 

基準外繰出金が 
増加 

 企業会計移行後は、繰出基準に基づく公費負担分の算定に際し、税込で計算して
いたものを税抜で計算するよう変更されるため、基準外の繰出金が増加します。 

総務省が示す 
公費負担基準 
（150円/㎥） 

移行後 

船橋市の 
下水道使用料 

単価 

基準外 
繰出金 

増 

基準内 
繰出金 

13 

 公費負担額の算出方法の違いによる基準外繰出金の増加 
影響

2 



汚水処理経費の財源内訳の推移（推計） 

企業会計に移行する平成３０年度以降、基準外の繰出金が増加する見込みです。 

69.8億円 
72.6億円 74.6億円 

69.9億円 71.3億円 71.9億円 72.5億円 

13.1億円 

14.1億円 
12.6億円 

18.8億円 16.6億円 13.4億円 11.4億円 

2.1億円 

1.6億円 2.1億円 

8.8億円 8.5億円 
8.9億円 10.3億円 85.0億円 

88.3億円 
89.2億円 

97.5億円 96.3億円 
94.2億円 94.2億円 

60.0億円 

65.0億円 

70.0億円 

75.0億円 

80.0億円 

85.0億円 

90.0億円 

95.0億円 

100.0億円 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33

汚
水
処
理
経
費

 

下水道使用料 繰出金（基準内） 繰出金（基準外） 

14 

推計値 

税抜で 
計算することになる影響 



経費の負担区分 （私費負担・公費負担の程度） 

対象経費・算定対象期間 

需要（水量）予測 （人口、開発、大口の進出・撤退） 

事業計画 （新規面整備、改築・更新計画[ストックマネジメント]） 

維持管理費・資本費の推計 （元利償還金、減価償却費の推計） 

使用料体系 （誰に[事業別・階層別]）、いくら（累進度等） 

その他 （地方財政措置[最低限行うべき経営努力]、生活保護受給世帯減免 ほか） 

７ 下水道使用料算定に関わる要素 

15 



船橋市 企画財政部 政策企画課／財政課 

平成２９年１１月２０日（月） 

歳出の状況について 

～船橋市における歳出の状況等について～ 

第４回船橋市行財政改革推進会議資料 

資料３ 



1 

歳出の区分 

義務的経費 
50.7% 

投資的経費 
15.0% 

その他の経費 
34.3% 

人件費 

17.5% 

扶助費 

26.1% 

公債費 

7.1% 

普通建設事業費 
15.0% 

物件費 

15.1% 

繰出金 

10.7% 

補助費等 

5.3% 

その他 

3.3% 

○義務的経費：支出が義務付けられている任意に削減できない経費。 

職員給与等の人件費、生活保護費等の扶助費、地方債の元利償還金である公債費の合計をい
う。歳出予算に占める義務的経費の割合が高いと財政が硬直化しているということになる。 

 

○投資的経費：各種社会資本整備など、支出の効果が長期にわたる経費。 

これに分類できる経費は、普通建設事業費、災害復旧事業費、失業対策事業費がある。 

義務的経費と投資的経費とその他の経費 

平成２８年度船橋市歳出決算（一般会計） 

平成28年度決算額 
2,039億円 



性質別経費の推移 

〇人件費はほぼ横ばいである。 
〇物件費は近年増加傾向にある。 
〇扶助費は平成１５年度から大幅な増加傾向にある。 

2 

職員の給料などにか
かるお金（報酬、給
料、職員手当など） 

医療の給付費や生活
保護など福祉や医療
にかかるお金 

光熱水費や施設の管理費
などにかかるお金（臨時職
員の賃金はここに分類） 

公益的な事業に対す
る補助金などにかか

るお金 

経費を経済的な性質別
（義務的経費、投資的
経費、その他の経費）
に分類したものの内

訳。 

は、義務的
経費 



性質別経費の構成比の推移 

〇人件費の割合が減少し、一方で扶助費の割合が増加している。 
〇物件費、補助費等、維持補修費は、補助費等が平成２１年度に大きな変化
があるものの十数年間構成割合に変動がない。 

3 



船橋市 企画財政部政策企画課／総務部職員課 

平成２９年１１月２０日（月） 

人件費について 

平成２９年度 第４回船橋市行財政改革推進会議資料 

資料４ 



人件費削減・行革におけるアプローチ 

職員数 
・配置 

相対的に人件費を増やさないためのアプローチとして考えられる項目 

組織体制 

給与 

・職員給与適正化 
・時間外勤務手当の削減 

・職員数（臨時・非常勤職員含む）と配置 
 の適正化 
  業務の見直し・再編 
  事務の効率化（マニュアルの整備） 

行革におけるアプローチ 

人材育成 
・組織体制の見直し（統廃合等） 
・アウトソーシングの推進 

1 



ラスパイレス指数の状況① 

〇ラスパイレス指数とは 
 国家公務員の給料月額を１００とした場合の地方公務員の給料水準を示
す指数。一般行政職について、学歴別・経験年数別に区分し、地方公共団
体の職員構成が国の職員構成と同一と仮定して算出するもの。 

〇順位は政令市を含む市町村の全国順位 
※Ｈ24、Ｈ25については、臨時特例法により国家公務員が時限的な給与減額措置を行ったため、 
ラスパイレス指数はＨ24が110.6、Ｈ25が110.2となるが、上記は国家公務員が特例減額を行わなかったと仮定した場合の参考値。 

104.6 

全国2位 

105.2 

全国1位 
104.2 

全国7位 103.7 

全国14位 
 

102.8 

全国27位 

※ 

102.2 

全国49位  

※ 

101.9 

全国63位  101.2 

全国117位 

100.1 

全国236位 

100.2 

全国272位 

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

Ｈ19年 Ｈ20年 Ｈ21年 Ｈ22年 Ｈ23年 Ｈ24年 Ｈ25年 Ｈ26年 Ｈ27年 Ｈ28年 

船橋市のラスパイレス指数の推移 

給与 

現状では２７２位に 

平成２０年度は 
全国１位だったが 

2 



ラスパイレス指数の状況② 給与 

千葉県内では 
５４市町村中 

３２位 

○千葉県内（近隣市）の状況 
（平成２８年４月１日） 
 

    

県内順位 団体名 28年指数 27年指数 ( 昨年度順位 ) 指数差 

1  
市 川 市 103.5  103.8  ( 1  ) △ 0.3 

松 戸 市 103.5  102.8  ( 2  ) 0.7 

5  柏 市 101.9  101.8  ( 5  ) 0.1 

10  浦 安 市 101.4  100.8  ( 13  ) 0.6 

14  千 葉 市 101.3  101.7  ( 6  ) △ 0.4 

               

32  船 橋 市 100.2  100.1  ( 26  ) 0.1 

＊指数差は、28年指数－27年指数 

3 



平成３２年度から「会計年度任用職員」制度の創設。実質的な昇給、期末手当等の支給も想定 
 され、人件費の増加が見込まれる。 

一般職人件費※1の推移（一般会計・決算） 

380.5 
362.7 357.1 

340.1 339.4 
328.5 

319.8 326.7 326.1 325.4 

18.9 

20.0 
21.1 

22.3 22.8 

23.1 
23.2 

24.2 30.9 35.2 

16.7 

17.4 19.0 

20.3 20.7 

20.4 
21.3 

21.1 16.7 
18.0 

200

250

300

350

400

450

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

(億円） 
 

臨時職員 非常勤職員 常勤職員 
416.1 

400.1 397.2 

382.7 382.9 
373.7 378.6 

給与 

・常勤職員人件費については平成２６年度より横ばい 
・一方で非常勤職員人件費は１０年で約２倍に 

ほぼ横ばい 

※1 臨時職員の賃金は物件費 

4 

372.0 364.3 
372.0 



第    第２次定員適正化計画（常勤職員数の推移） 

5 

職員数 
・配置 

4,687 

4,202 4,164 

4,072 3,973 3,883 
3,837 3,824 3,849 3,863 3,911 3,971 

4,082 4,136 

489 

530 
525 

517 

523 

528 
546 594 609 

673 
709 

724 

740 
777 

5,176 

4,732 
4,689 

4,589 

4,496 

4,411 4,383 
4,418 

4,458 
4,536 

4,620 
4,695 

4,822 

4,913 

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

Ｈ７ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ 

病院局 病院局以外 

0 

（人） 

３４９人削減 

定員適正化計画 
目標値 ５年間で３５０人削減 



一般職の職員数推移  
（任用形態別） 

※各年度４月１日時点の職員数 

職員数 
・配置 

6 

4,589  4,496  4,411  4,383  4,418  4,458  4,536  4,620  4,695  4,822  4,913  

122  202  223  246  315  307  269  277  266  260  236  

1,451  1,551  1,629  1,701  1,714  1,794  1,814  1,807  
2,220  

2,428  2,493  
846  951  1,025  1,090  1,101  1,123  1,137  1,184  

923  
963  1,012  

7,008  
7,200  7,288  7,420  7,548  7,682  7,756  7,888  

8,104  
8,473  

8,654  

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

（人） 
常勤職員 再任用短時間職員 非常勤職員 臨時職員 

約５００人 増加 
（うち病院局除くと約３００人増加） 



一般職の職員数推移  
（常勤職員・年代別） 

（総職員数）   ４，５８９    ４，４９６   ４，４１１   ４，３８３     ４，４１８     ４，４５８    ４，５３６      ４，６２０     ４，６９５     ４，８２２   ４，９１３ 

744人 

16.2% 

747人 

16.6% 

747人 

16.9% 

810人 

18.4% 

886人 

20.0% 

968人 

21.7% 

1,005人 

22.2% 

1,082人 

23.4% 

1,154人 

24.6% 

1,261人 

26.1% 

1,334人 

27.1% 

1,106人 

24.1% 
1,042人 

23.2% 
1,032人 

23.4% 

1,043人 

23.8% 

1,059人 

24.0% 

1,063人 

23.8% 

1,122人 

24.7% 

1,124人 

24.3% 

1,175人 

25.0% 

1,233人 

25.6% 

1,270人 

25.9% 

1,220人 

26.6% 
1,237人 

27.5% 
1,205人 

27.3% 

1,174人 
26.8% 

1,167人 

26.4% 

1,170人 

26.3% 

1,182人 

26.0% 

1,164人 

25.2% 

1,141人 

24.3% 

1,129人 

23.4% 

1,127人 

23.0% 

1,514人 

33.0% 
1,463人 

32.5% 
1,419人 

32.2% 

1,348人 

30.8% 

1,298人 

29.4% 

1,251人 

28.1% 

1,218人 

26.9% 

1,218人 

26.4% 

1,187人 

25.3% 

1,147人 

23.8% 

1,093人 

22.2% 

5人 

0.1% 
7人 

0.2% 
8人 

0.2% 
8人 

0.2% 

8人 

0.2% 

6人 

0.1% 

9人 

0.2% 

32人 

0.7% 

38人 

0.8% 

52人 

1.1% 

89人 

1.8% 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ 

（人） 

（年度） 

 
10～20代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 （※再任用フルタイム含む） 

職員数 
・配置 

7 

１，８５０人 

２，６０４人 

１０年間で１０～３０代の職員の
構成比は１２．７％増加 

船橋市の平均在課年数は２．４３年 
（H29.4.1現在 一般事務（６～９級・再任用職員除く）） 
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福祉施設の人口１万人当たり常勤職員数※１（一般行政部門）  
中核市比較 

人口１万人当たり常勤職員数（一般行政部門）  
中核市比較 
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（人） 

中核市では４８市中 
船橋市は３５位 

※総務省が実施している平成２８年地方公共団体定員管理調査の結果より 
 

・・・・・・・・・・ 

職員数 
・配置 

8 

（人） 

福祉施設の常勤職員を比較すると 
船橋市は５位に 

※１ 平成２８年地方公共団体定員管理調査をもとに、児童相談所等、保育所、老人福祉施設、その他の社会福祉施設に係る常勤職員の人数を比較 



  人口１万人当たり常勤職員数（部門別）  
中核市比較 

職員数 
・配置 

9 

（人） 

※総務省が実施している平成２８年地方公共団体定員管理調査の結果より 
 

33.7 33.6 
27.3 

31.7 
25.9 23.5 

28.3 25.6 25.0 
21.2 

16.5 

25.6 
20.3 

27.1 

25.3 
22.4 

20.3 

19.8 28.4 
27.1 17.3 20.0 23.6 

26.0 

25.5 
13.0 

19.2 
11.9 

12.0 

9.1 

12.6 7.2 
5.9 

9.9 
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10.1 11.3 
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11.8 

14.5 

14.4 15.1 11.7 11.1 
12.6 11.9 10.7 10.6 
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  職員数に占める臨時・非常勤職員数の割合（一般行政部門）  
中核市比較  

※平成27年4月1日現在 

50 
48 

44 

38 37 
33 32 32 31 30 30 29 29 29 28 28 27 27 26 25 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

A

市

 

B

市

 

船
橋
市

 

C

市

 

D

市

 

E

市

 

F

市

 

G

市

 

H

市

 

I

市

 

J

市

 

K

市

 

L

市

 

M

市

 

N

市

 

O

市

 

P

市

 

Q

市

 

R

市

 

S

市

 

百
 

職員数 
・配置 

10 

中核市では３３市中 
船橋は３位 



臨時・非常勤職員が多い施設 

11 

職員数 
・配置 

        単位（人） 

施設等 ※（）は施設数 合計 非常勤一般職  臨時的任用 

本庁※分庁舎等含む 741 553 188 

放課後ルーム（５４） 525 437 88 

保育園（２７） 483 53 430 

放課後子供教室（５４） 259 179 80 

公民館（２６） 252 249 3 

医療センター（１） 242 204 38 

小学校（５４） 180 99 81 

児童ホーム（２０） 98 95 3 

中学校（２７） 93 73 20 

船橋駅前総合窓口センター（１） 89 66 23 

保健所（１） 76 57 19 

出張所（７） 67 58 9 

地域包括支援センター（５） 45 45 0 

図書館（１） 40 40 0  

こども発達相談センター（１） 35 33 2 

保健センター（４） 30 27 3 

総合教育センター（１） 27 22 5 

特別支援学校（１） 27 15 12 

身体障害者福祉作業所太陽（１） 26 26 0 

体育施設管理事務所（1） 19 19 0 

清掃センター（１） 18 17 1 

家庭児童相談室（１） 15 13 2 

子育て支援センター（２） 13 13 0 

消費生活センター（１） 13 13 0  

※臨時・非常勤職員が合計１０人以上配置されている施設を抜粋 

※施設数には指定管理等により職員を配置しない施設は含まない。 

平成２９年４月１日現在 



本市の時間外勤務時間の年度別増減 
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14 ※平成２７年度データ 
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本市におけるこれまでの職員給与適正化の取組み 

 平成１９年  給与構造改革（船橋市独自の給料表から国準拠の給料表へ移行）  
 平成２０年  管理職手当の定額化 
        （給料月額に一定率を乗じて算出する定率制から定額制へ） 
        特殊勤務手当の見直し（年末年始特勤等の特殊業務手当の廃止等） 
 平成２３年  特殊勤務手当の見直し（保健保育手当の一部廃止等） 
 平成２４年  給与構造改革の経過措置額（現給保障額）を半減（上限１万円） 
 平成２５年  給与構造改革の経過措置の廃止  
        ５５歳超の職員の昇給抑制（標準の成績では昇給しない） 
        住居手当（持家に関する手当）の廃止 
        退職手当の引下げ（平成２５～２７年にかけて段階的に実施） 
 平成２６年  給料表継足し部分の廃止 
        （国の給料表の最高号給に独自に号給を拡大していたものを廃止） 
         年齢による号給加算等の廃止 
 平成２７年  給与制度の総合的見直し（給料水準を平均２％削減） 

・職員給与については、これまで段階的に各種見直しを実施 

16 



 

 

○ 時間外勤務の事前命令、実績確認（所属長による時間外勤務の把握・指示） 

○ ノー残業デー（毎週水曜日）、ワークライフバランスデー（第2・4金曜日）の実施 

○ 月80時間超の時間外勤務をした職員への産業医面談や問診による健康状態把握 

○ 時間外勤務の多い職場に対するヒアリングの実施 

 
 

○ 午後7時に照明の一部を自動消灯し、退庁を促す。 

○ 夏季は午後7時までの冷房実施（従来は午後5時15分まで） 

○ 朝（始業時前）の時間外勤務の奨励 

○ 職員巡回による、ノー残業デー・ワークライフバランスデーの時間外勤務の実態把握 

従来からの取り組み 

平成28年度の取り組み 

本市における時間外勤務縮減に向けた取り組み 

 

○ 部長をワークライフバランス推進対策員に任命し、月80時間超または2月連続で60時間超の時間

外勤務をした職員の把握と是正策の報告を実施 

○ 時間外勤務の平準化のため、人事異動において職員配置の見直しを実施 

○ 週休日の振り替えの徹底 

平成29年度の取り組み 

17 
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※行（一） 一般事務  

H24.8.1 

「超過勤務の縮減に関する指針」 
の改正 H28.7～ 

一斉消灯・見回り 

H28..2.～ 

ワークライフバランスデー実施 
単位（時間） 

時間外勤務時間数（対前年度比）の推移 



本市におけるワークライフバランスの推進に向けた取り組み（平成22年度以降） 

平成２２年６月  □ 育児休業・部分休業の取得要件の緩和（配偶者の就業や育児休業取得の有無等に関わりなく取得可能に） 

           □ 産後パパ育休の新設 

           □ 時間外勤務の免除制度の新設（３歳未満の子のある職員が養育のため請求した場合） 

           □ 子の看護休暇の取得要件の拡充・日数の拡大（予防接種や健康診断でも取得可能に・子２人以上の上限が５日から１０日に拡大） 

平成２２年８月  □ 出産・育児に関する制度案内を職員に周知 

平成２３年３月  □ 育児休業期間における退職手当の除算率を緩和 

平成２４年４月  □ 非常勤職員の育児休業制度及び介護休暇制度を導入 

平成２４年７月  □ 部長研修の実施（ワークライフバランスの意識啓発） 

平成２４年８月  □ 毎週水曜日のノー残業デーに部長による職場巡視を開始 

平成２５年４月  □ 非常勤職員・臨時職員の産前休暇の取得期間を６週間から８週間へ拡大 

平成２５年１０月 □ 所属長研修の実施（ワークライフバランスの意識啓発） 

平成２６年４月  □ 育児短時間勤務制度の導入 

           □ 非常勤職員の育児休業期間における「ならし保育」取得期間の緩和 

平成２７年５月  □ 育児に関する制度等をまとめた「仕事と子育て応援パンフレット」を作成 

平成２７年５月  □ 時間外勤務時間の削減目標設定（前年度比１人１時間の減） 

平成２８年２月  □ ワークライフバランスデーの設定 

平成２８年４月  □ 育児休業取得に伴う勤勉手当の減額措置に係る対象期間の見直し（１か月以内は減額対象外） 

平成２８年７月  □ ノー残業デー等における時間外勤務の状況を把握するための巡回実施（本庁職場） 

           □ 職員に退庁を促すための１９時一斉消灯実施（本庁職場） 

平成２９年２月  □ 管理監督職研修の実施（ワークライフバランスの意識啓発） 

平成２９年４月  □ 介護時間制度の新設、介護休暇の分割取得対応、介護を行う職員の時間外勤務免除 

19 



「会計年度任用職員」制度の導入等について 

平成29年5月に地方公務員法及び地方自治法の改正法が成立（平成32年4月1日施行） 

 地方公務員の臨時・非常勤職員について、臨時的任用職員の任用要件を厳格化するとともに、
一般職の「会計年度任用職員」制度を創設。 
 この新たな制度に移行することにより、任用・服務の適正化を図るとともに、これまで支給の認
められていなかった「期末手当」が会計年度任用職員に対し支給可能となる。 

＜制度導入後に人件費への影響が想定される部分＞ 
○会計年度任用職員を6月以上にわたって任用する場合、期末手当を支給する必要がある。 
○国が発出した事務処理マニュアルでは、会計年度任用職員を再度任用する際に実質的に「昇給」さ
せるよう号給の加算方法が示されている。 

○常勤職員と同時間勤務するフルタイムの会計年度任用職員を任用した場合は、さらに退職手当の支
給も必要となる。 

【現行】   【改正後】 

   臨時的任用職員 臨時的任用職員     要件の厳格化 

   一般職非常勤職員 会計年度任用職員 
（ﾌﾙﾀｲﾑ・ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ） 

※上記に加え、今後、任期付職員制度の拡充も検討。 20 



《公共施設等》
項目 

 市名 ヵ所 ヵ所 ヵ所 ヵ所 ヵ所 ヵ所 ㎡ ㎡

函館市 553 25 2 450 67 9 1,110,604 65,191
旭川市 564 10 5 486 20 43 1,160,868 13,810
青森市 167 24 17 66 32 28 1,190,224 42,021
八戸市 137 24 6 52 27 28 972,547 17,926
盛岡市 229 30 8 41 67 83 1,047,058 27,819
秋田市 61 14 4 2 29 12 1,082,967 10,328
郡山市 51 16 2 4 7 22 1,174,982 18,156

いわき市 299 37 11 172 59 20 1,561,882 36,702
宇都宮市 115 28 2 31 41 13 1,421,137 33,155
前橋市 82 37 5 17 7 16 1,272,076 149,745
高崎市 96 37 3 20 6 30 1,312,678 19,345
川越市 30 5 1 9 7 8 771,764 3,447
越谷市 34 11 - 4 13 6 572,801 10,708
船橋市 29 3 - 2 3 21 1,194,995 28,645
柏市 80 26 2 37 6 9 758,488 7,403

八王子市 930 31 3 770 44 82 1,126,212 16,920
横須賀市 144 25 2 91 7 19 1,227,618 15,627
富山市 273 73 7 157 8 28 1,666,344 32,192
金沢市 226 42 3 38 61 56 1,418,126 33,393
長野市 358 68 30 133 34 93 1,562,224 46,548
岐阜市 100 17 6 22 25 30 1,250,406 41,230
豊橋市 172 28 2 37 87 18 1,207,299 29,958
岡崎市 135 5 5 4 101 20 1,118,063 7,065
豊田市 219 59 13 75 51 21 1,573,305 125,202
大津市 289 13 4 248 10 14 1,062,636 7,236
豊中市 76 20 1 48 4 3 898,278 43,347
高槻市 50 21 - 13 2 14 786,872 16,159
枚方市 46 8 - 22 6 10 723,766 3,502

東大阪市 91 6 2 64 11 8 1,063,009 27,103
姫路市 84 33 2 5 20 24 1,942,767 23,541
尼崎市 155 18 - 102 17 18 1,636,501 177,329
西宮市 272 12 - 193 13 54 1,539,916 38,842
奈良市 199 50 10 12 85 42 1,078,994 10,994

和歌山市 91 6 1 57 20 7 1,285,705 8,214
倉敷市 227 18 12 124 13 60 1,529,223 8,467
呉市 266 36 32 120 20 58 1,107,702 102,611

福山市 153 64 10 18 15 46 1,375,476 126,463
下関市 136 34 56 5 8 33 1,551,854 20,573
高松市 183 43 7 66 57 10 1,383,479 50,134
松山市 104 19 1 52 14 18 1,595,589 35,265
高知市 187 7 5 148 16 11 1,270,510 24,391

久留米市 393 33 4 308 16 32 1,008,964 71,769
長崎市 140 18 2 67 32 21 1,831,371 130,897

佐世保市 60 24 6 6 2 22 1,218,568 68,720
大分市 15 4 ‐ 1 8 2 1,327,122 9,764
宮崎市 242 43 26 69 78 26 1,316,934 12,379

鹿児島市 122 32 3 7 15 65 2,226,500 23,504
那覇市 72 7 2 22 17 24 1,101,954 10,402

中核市合計 8,737 1,244 325 4,497 1,308 1,337 60,618,357 1,884,143
中核市平均 182 26 7 94 27 28 1,262,882 39,253
備考 ☐平成28年4月1日現在を記入

☐レクリエーション・スポーツ施設：競技場、野球場、体育館、テニスコート、プール等

☐産業振興施設：情報提供施設、展示場施設等

☐基盤施設：駐車場、公園、水道施設、下水道終末処理場等

☐文教施設：市民会館、文化会館、博物館、美術館、自然の家等

☐社会福祉施設：病院、老人福祉センター等

☐行政財産、普通財産の延べ床面積は、地方自治法第233条第1項及び地方自治法施行令第166条第2項

　における財産に関する調書の建物延床面積計（平成28年3月31日現在）

※平成28年度　中核市市長会　都市要覧より

行政財産延べ床面積 普通財産延べ床面積レクリエーショ
ン・スポーツ

施設

産業振興
施設

基盤施設 文教施設
社会福祉

施設

指定管理者導入施設数

別紙 


